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はじめに 

 

令和 6年 6月 14 日付で学校教育法の一部を改正する法律が公布され、専門課

程を置く専修学校の学校評価に関する法令上の規定に、第三者評価の努力義務

化が加わりました。 

文部科学省では、改正学校教育法を受け、専修学校における学校評価を適切

に推進するため、「専修学校における学校評価ガイドライン」を改正し、令和 7

年 6月 11 日付で公表しました。 

改正ガイドライン（以下「ガイドライン」という。）では、教育の質保証・向

上における学校評価の位置づけを明確化するとともに、改正学校教育法の規定

に基づく専門課程と高等課程、一般課程の学校評価の記述を類型化しました。 

さらに、専門課程における改正学校教育法の規定に基づく外部評価を第三者

評価とし、定義等の明確化とともに専門学校が行う第三者評価について評価者

及び評価方法等について具体的な要件を示しました。 

一方、令和 8 年度から、文部科学大臣認定課程の一部で第三者評価の受審が

要件とされ、対象となる約 500 校に 5 年以内の受審を求めています。第三者評

価は、本来、教育活動等の改善につながる取組として、専門学校自らが実感し、

かつ、実践的職業教育を社会に向けて発信することの支援に繋がることが期待

される制度で、今回の要件化が、専門学校教育の質の向上に向けた第三者評価

を促進させる契機となることが期待されています。 

これらの状況を踏まえ、職業教育評価機構（以下「本機構」という。）では、

今年度の文部科学省委託事業において、専門学校における職業教育のマネジメ

ント強化及び第三者評価実施の推進を図るための研修等の実施事業として、改

正ガイドラインについての普及啓発研修会を開催するとともに、専門学校の第

三者評価マニュアルの作成に取組みました。 

本書は、今年度事業の記録として取りまとめたものです。なお、「第三者評価

マニュアル」は別冊として発行しています。 

本事業の実施にあたっては、事業実施委員会、第三者マニュアル作成部会、

連絡協議会運営部会の運営に協力いただいた委員の皆様をはじめ、全国専修学

校各種学校総連合会、関係団体の皆様方にはご指導・ご協力をいただきました

ことに対しまして、心より御礼を申し上げます。 

 

令和 8年 3月            

特定非営利活動法人 職業教育評価研究機構 

                       理事長 井 澤 勇 治 
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第１章 事業の概要 
 
１ 事業の背景・目的・内容 
 
（1）事業のテーマ 

改正学校評価ガイドライン（以下「改正ガイドライン」という。）において示

された第三者評価の意義、評価基準、実施方法について、専門学校の具体的な

取組の推進を図るため、「専門学校の第三者評価マニュアル」を作成するととも

に、普及啓発のための研修会等を開催した。また、実践的職業教育における第

三者評価機関の連絡協議会の継続的な運営を通して、専門学校における第三者

評価の推進を図った。 

 

（2）事業実施の背景 

学校教育法の一部改正において専門課程を置く専修学校（以下「専門学校」

という。）に大学等の項目での自己点検評価が義務付けられ、外部の識見を有す

る者による評価（以下「第三者評価」という。）の努力義務が措置され、令和 8

年４月 1日施行される。 

 第三者評価は、法律上は努力義務とされているが、専修学校の質保証・向上

に関する調査研究協力者会議（以下「協力者会議」という。）における検討では、

第三者評価の実施を求めるべき対象となる制度として、大学等と同水準の質の

保証が求められる場合、特別な教育課程や取組に対して認定を行っており、そ

の認定要件に関するフォローアップが求められている場合又は学校関係者評価

がすでに義務付けられている場合等が想定されるとしている。 

具体的な方向として、大学院入学資格（高度専門士認定校）、外国人留学生キャ

リア形成促進プログラム認定校を対象として挙げている。 

また、職業実践専門課程の認定校については、令和 13 年度からの実施を想定

しつつ、令和８年度から令和１２年度の実施状況を見て判断するとしている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考）令和 6 年度末の数値 

○大学院入学資格（高度専門士認定校）   342 校  502 学科 

○外国人キャリア形成促進プログラム認定校 229 校  595 学科 

○職業実践専門課程認定校        1,123 校 3,212 学科 

○修学支援新制度機関要件確認校     2,063 校 
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 専門学校における第三者評価は、法令上の規定がなかったため、専修学校専

門課程を対象とした第三者評価を行う民間の機関を活用するなどして、各学校

が任意で第三者評価を受審している状況で、本機構の実績では、年 3～4校が受

審し、19 年間で延べ 70 校となっている現状がある。 

 一方、これまで専門学校教育の情報発信が不十分であるとの意見に対して、

第三者評価をとおして学修成果等が可視化され、高等学校や企業等、社会全体

に対して発信されることは専門学校の振興という観点から、重要な機会である

と捉えることができ、客観性、公平性等が担保された第三者評価の実施が求め

られている。 

 また、改正ガイドラインにおいて示される評価基準は、教育プログラム評価

への重点化、職業教育のマネジメントの責任体制の明確化と機能が主要な項目

となっている。 

 専門学校における第三者評価実施を推進するためには、第三者評価の意義、

職業教育のマネジメントの重要性等について、共通理解を醸成することが急務

となっている。 

 職業教育のマネジメントについては、文部科学省の委託事業において、令和

元年度から、株式会社三菱総合研究所が受託し、実態調査及び手引き、事例集

の作成、関連した研修会の開催などに継続な取組がなされている。これらの成

果を活用しつつ、評価基準が求める視点等について、専門学校全体で共有する

必要がある。 

 

（3）事業の概要 

 

①改正ガイドラインに基づく第三者評価手順書（以下「第三者評価マニュアル」

という。）を作成 

改正ガイドラインにおいて求める評価基準では、教育プログラム評価の重視、

職業教育のマネジメントの責任体制の明確化等が主要な項目として示されてい

る。このことを踏まえ、専門学校教育の質保証・向上を図るため、職業教育の

マネジメントや第三者評価の意義、評価基準の理解等を進め、改正ガイドライ

ンに基づく第三者評価の普及・促進を図るため、改正ガイドラインに基づく、

第三者評価マニュアルを作成した。 

 

②改正ガイドラインにかかる第三者評価の実施に関する研修会を開催 

改正ガイドラインの趣旨等の周知及びガイドラインに基づく第三者評価を推

進するため、第三者評価の意義、視点等の理解、及び職業教育のマネジメント
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強化、第三者評価の具体的な実施に関する情報提供等を中心とした内容の研修

会を専門学校の教職員等を対象に開催した。 

・全体研修会 1 回（東京都内で開催）11 月 同時映像配信

・個別研修会 3 回（山形県、愛知県、岡山県、開催順）12 月から 1月

③実践的職業教育における第三者評価機関の連絡協議会の運営の継続

令和 2 年度から継続して運営している専門学校を対象とする評価機関等にお

いて、情報共有等の機会提供、また、共通するテーマの研修会を専門学校関係

者等に拡大して開催することを目的に協議会の運営を継続して行った。 

・拡大研修会 1 回（東京都内で開催）11 月 同時映像配信

④事業成果の積極的な公開

事業の実施状況及び事業成果は、事業成果報告書としてまとめ、出版・関係

機関に配付し、本機構ホームページに掲載する。事業成果報告会として「職業

実践専門課程の第三者評価フォーラム 2026」を開催し、参加者を広く募集し、

同時に映像による情報配信を行った。また、教職員等を対象とする研修会開催

においても、参加者を広く募集し、同時に映像による情報配信を行った。 

２ 事業の推進体制 

（1）事業の受託者

本事業は、本機構が受託し、事業実施にあたっては、下記に示す専門学校団

体、第三者評価機関、専門分野別学校団体等の指導、協力を得て事業を実施し

た。

（2）各事業の推進組織体制及び委員

①事業実施委員会

目的： 事業を統括し、事業の成果目標を達成するため、本事業の方向性、検討

の観点、論点の整理などを示すとともに、各部会における審議結果に基づき、

事業成果をまとめた。

②第三者評価マニュアル作成部会

改正ガイドラインに基づく、第三者評価の実施について下記の事項及び教職

員対象の研修会の開催内容を審議するとともに、審議結果を事業実施委員会に

報告した。
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〇ガイドラインに示された第三者評価基準モデルの検証。 
〇学修成果に関する評価基準に関する検討。 
〇第三者評価の組織、実施方法・実施体制についての具体策の検討。 
〇客観性、公平性、透明性を確保するための評価実施組織のあり方の検討。 
〇段階評価の判定基準、評価単位等評価結果表現に関する検討。 
③連絡協議会運営部会 

令和 6年度における運営に引続き、意見交換、情報共有、第三者評価機関の

質保証についての検討の場として、連絡協議会を設置し、運営を行い、拡大研

修会を開催するとともに、下記取組結果等を事業実施委員会に報告した。 

〇専門学校を対象とする評価機関、分野別評価機関等による連絡協議会の強化 
〇諸課題についての認識の共有、また、共通する課題の解決に資する研修会の

拡大開催。 
 
【事業推進体制】 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（専門学校団体） 
全国専修学校各種学校総連合会 
一社大阪府専修学校各種学校連合会 
一社福岡県専修学校各種学校協会 
一社愛知県専修学校各種学校連合会 
（第三者評価機関） 
一社専門職高等教育質保証機構 
一社日本技術者教育認定機構 
一社柔道整復教育評価機構 
（専門分野別学校協会） 
公社東洋療法学校協会 
一社日本看護学校協議会 
公社柔道整復学校協会 
全国自動車大学校・整備専門学校協会 
（その他団体等） 
日本公認会計士協会東京会 
多摩地区高等学校進路指導協議会 

（連携機関・団体） 
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○委員名簿 
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３ 実施スケジュール・事業の成果物 
【令和 7 年度の具体的な事業執行スケジュール】 

 

【事業の成果物】 

（1）出版物 

令和 7 年度文部科学省受託事業成果について取組状況を記録した報告書と

して、次の出版物を作成し、専修学校関係者団体・機関等に配布。 

・事業成果報告書 400 部 

 ・専門学校の第三者評価マニュアル 500 部 
（2）専門学校の第三者評価推進全体研修会・個別研修会の開催 

目的：学校教育法改正の趣旨及び改正ガイドラインのねらい及び第三者評価

への専門学校の対応について普及・啓発を図るため、全体研修会、個別研修

会を開催した。 
開催時期：全体 1回（令和 7年 11 月 14 日）、同時に WEB 配信 会場：東京 

 個別 3回：山形県令和 7年 12/1、愛知県 12/5、岡山県令和 8年 1/19 

（3）連絡協議会拡大研修会の開催と同時映像配信 

目的：専門学校の第三者評価の水準のポイントとなる第三者評価の実施組織

のあり方について議論を進めることを内容とした拡大研修会を開催した。 
開催時期：1回（令和 7年 11 月 26 日）、開催状況は同時に WEB 配信した。 

会場：東京 

（4）職業実践専門課程の第三者評価フォーラム 2026（事業成果報告会）の開催

と同時映像配信 

目的：本事業の実施結果について報告し、専門学校関係者等の意見を聴取し、

事業成果に反映させるため、事業成果報告会として第三者評価フォーラム

2026 を開催し、開催状況を同時に WEB 配信した。 

開催回数：1回（令和 8年 2月 6日） 会場：東京 
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育
プ
ログ
ラム
評
価
等
を中

心
とし
た
内
容
の
研
修
会
を専

門
学
校
の
教
職
員
等
を
対
象
に
開
催
す
る
。

事
業
実
施
ス
ケ
ジ
ュー
ル

平 成 28 年 度 平 成 29 年 度 平 成 30 年 度 令 和 元 年 度 令 和 ２ 年 度 令 和 ３ 年 度

・分
野
横
断
的
な
第
三
者
評
価
の
仕

組
み
の
提
案

・分
野
別
コン
ソ
ー
シ
アム
の
連
絡
調

整
会
議
・合
同
研
修
会
の
開
催

・分
野
横
断
的
な
第
三
者
評
価
の

しく
み
策
定

・合
同
研
修
会
の
開
催

・第
三
者
評
価
フォ
ー
ラム
開
催

・第
三
者
評
価
の
実
用
化
の
た
め
の
マ

ニュ
ア
ル
づ
くり

・モ
デ
ル
評
価
の
実
施
・検
証

・分
野
別
コン
ソ
ー
シ
アム
の
連
絡
調

整
会
議
・合
同
研
修
会
の
開
催

・職
業
実
践
専
門
課
程
の
質
保
証
の

枠
組
み
、第

三
者
評
価
の
２
段
階
方

式
に
関
す
る
提
言

・連
絡
協
議
会
の
設
置

・拡
大
研
修
会
の
開
催

・第
三
者
評
価
フォ
ー
ラム
開
催

・第
三
者
評
価
実
用
化
に
向
け
た
モ

デ
ル
評
価
の
実
施

・分
野
別
特
性
を
観
点
とし
た
評
価
基

準
の
策
定

・鍼
灸
師
等
養
成
分
野
の
評
価
基

準
書
の
策
定

・第
三
者
評
価
フォ
ー
ラム
開
催

・第
三
者
評
価
実
用
化
に
向
け
た
モ

デ
ル
評
価
の
実
施
（
２
分
野
）

・分
野
別
特
性
を
観
点
とし
た
評
価
基

準
の
策
定

・学
校
運
営
等
基
準
の
改
善

・職
業
実
践
専
門
課
程
の
第
三
者

評
価
マ
ニュ
ア
ル
改
訂
版
作
成

・看
護
師
養
成
分
野
の
基
準
策
定

・第
三
者
評
価
フォ
ー
ラム
開
催

・実
践
的
職
業
教
育
の
第
三
者
評
価

機
関
の
定
義
・要
件
の
検
討

・評
価
機
関
設
立
と過

程
の
記
録

・第
三
者
評
価
機
関
の
連
絡
協
議
会

の
設
立
に
関
す
る
検
討

・
第
三
者
評
価
機
関
等
の
定
義
・

要
件
の
論
点
等
の
整
理

・
評
価
機
関
設
立
過
程
の
記
録

・
第
三
者
評
価
機
関
連
絡
協
議
会

の
論
点
等
整
理

・
第
三
者
評
価
フ
ォ
ー
ラ
ム
開
催

・実
践
的
職
業
教
育
の
第
三
者
評
価

機
関
の
定
義
・要
件
に
関
す
る
提
言

案
作
成

・評
価
機
関
設
立
マ
ニュ
ア
ル
化

・第
三
者
評
価
機
関
の
連
絡
協
議
会

の
設
立
に
関
す
る
検
討

・
第
三
者
評
価
機
関
等
の
定
義
・

要
件
の
提
言
の
ま
と
め

・
職
業
分
野
別
評
価
機
関
設
立
マ

ニ
ュ
ア
ル
作
成

・
第
三
者
評
価
機
関
連
絡
協
議
会

に
関
す
る
設
立
準
備

・
第
三
者
評
価
フ
ォ
ー
ラ
ム
開
催

①
事
業
実
施
委
員
会

（
13
名
）

②
第
三
者
評
価
マニ
ュア
ル

作
成
部
会
（

7名
）

③
連
絡
協
議
会
運
営
部
会

（
10
名
）

事
務
局
︓

2名

・事
業
総
括

方
向
性
・論
点
等
の
整
理

・各
部
会
の
検
討
結
果
に
基
づ
く

事
業
の
ま
とめ

・マ
ニュ
ア
ル
作
成
に
向
け
た
検
討

・検
討
結
果
ま
とめ

・マ
ニュ
ア
ル
素
案
の
作
成

・連
絡
協
議
会
の
設
置
・運
営

・第
三
者
評
価
他
に
関
す
る
拡
大
研
修
会
の
開
催

・分
野
特
性
の
検
討
等

事
業
内
容

5月
6月

7月
8月

9月
10
月

11
月

12
月

1月
2月

3月

事
業
実
施
委
員
会

○
○

○

第
三
者
評
価
マニ
ュア
ル
作
成
部
会

○
○
○

連
絡
協
議
会
運
営
部
会

○
○

○
○

研
修
会
・評
価
フォ
ー
ラム

○
○

○
○

○
○

関
連
調
査
結
果
整
理
等

令 和 ４ 年 度

・職
業
実
践
専
門
課
程
の
質
保
証
の

枠
組
み
等
に
関
す
る
検
討

・第
三
者
評
価
の
２
段
階
方
式
と適

格
認
定
版
評
価
基
準
の
検
討

・第
三
者
評
価
機
関
の
連
絡
協
議
会

の
設
立
・運
営
の
試
行

・職
業
実
践
専
門
課
程
の
第
三
者

評
価
マ
ニュ
ア
ル
作
成

・合
同
研
修
会
の
開
催

・第
三
者
評
価
フォ
ー
ラム
開
催

事
業
実
施
の
課
題
整
理

事
業
の
継
続
性
・活
用

会
議
開
催

・対
面
とオ
ンラ
イン
を
併
用
す
る
。

・職
業
実
践
専
門
課
程
認
定
要
件
を

踏
ま
え
た
評
価
基
準
の
策
定

・認
定
要
件
の
検
証

・第
三
者
評
価
機
関
の
連
絡
協
議
会

の
運
営

令 和 5 年 度

・職
業
実
践
専
門
課
程
の
認
定
要
件

を
踏
ま
え
た
評
価
基
準
の
策
定

・今
後
の
課
題
の
整
理

・拡
大
研
修
会
の
開
催

・第
三
者
評
価
フォ
ー
ラム
開
催

③
実
践
的
職
業
教
育
に
お
け
る
第
三
者
評
価
機
関
の
連
絡
協
議
会
の
運
営
の
継
続

令
和

2年
度
か
ら継

続
して
運
営
して
い
る
専
門
学
校
を対

象
とす
る
評
価
機
関
等
に
お
い
て
、情

報
共
有
等
の
機
会
提
供
、ま
た
、共

通
す
る
テ
ー
マの
研
修
会
を専

門
学
校
関
係
者
等
に
拡
大
して
開
催
す
る
こと
を目

的
に
協
議
会
の
運
営
を継

続
して
行
う。

①
改
正
ガ
イ
ドラ

イ
ン
に
基
づ
く第

三
者
評
価
マ
ニ
ュア

ル
の
作
成

〇
教
育
活
動
を
重
点
とし
つ
つ
、支

え
る
組
織
基
盤
等
の
評
価
を
含
め
た
第
三
者
評
価
基
準
モ
デ
ル
の
検
討
。

〇
学
修
成
果
に
関
す
る
評
価
基
準
に
関
す
る
検
討
。

〇
第
三
者
評
価
の
組
織
、自

己
点
検
評
価
、結

果
公
表
、活

用
等
、実

施
方
法
・実
施
体
制
の
検
討
。

〇
客
観
性
、公

平
性
、透

明
性
を
確
保
す
る
た
め
の
評
価
組
織
の
あ
り方

に
関
す
る
検
討
。

〇
段
階
評
価
の
考
え
方
、段

階
評
価
の
判
定
基
準
、評

価
単
位
等
評
価
結
果
表
現
に
関
す
る
検
討
。

②
改
正
ガ
イ
ドラ

イ
ン
に
か
か
る
第
三
者
評
価
の
意
義
及
び
職
業
教
育
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト強

化
、教

育
プ
ロ
グ

ラ
ム
評
価
等
に
関
す
る
研
修
会
の
開
催

〇
受
講
対
象
研
修
方
法
等
実
施
方
法
、実

施
体
制
等
の
検
討
。

〇
研
修
実
施
に
関
す
る
関
係
団
体
等
との
連
携
、継

続
した
研
修
体
制
等
の
検
討
。

③
実
践
的
職
業
教
育
に
お
け
る
第
三
者
評
価
機
関
の
連
絡
協
議
会
の
運
営
の
継
続

〇
客
観
性
、公

平
性
、透

明
性
を
確
保
され
た
質
の
高
い
評
価
を
受
け
る
こと
で
き
る
しく
み
の
構
築
の
検
討
。

〇
専
門
学
校
を
対
象
とす
る
評
価
機
関
、分

野
別
評
価
機
関
等
に
よ
る
連
絡
協
議
会
の
強
化

〇
諸
課
題
に
つ
い
て
の
認
識
の
共
有
、ま
た
、共

通
す
る
課
題
の
解
決
に
資
す
る
研
修
会
の
拡
大
開
催
。

①
事
業
成
果
は
、専

修
学
校
関
係
団
体
、都

道
府

県
等
行
政
機
関
に
対
して
周
知
し、
学
校
評
価
を
通
し

た
質
保
証
・向
上
を
伸
長
させ
る
こと
に
資
す
る
。

②
学
校
教
育
法
改
正
の
施
行
（
令
和

8年
4月

1
日
）
を
見
据
え
て
、実

践
的
な
職
業
教
育
機
関
とし
て

専
門
学
校
が
学
校
評
価
を
通
して
、継

続
的
な
改
善

に
取
組
む
た
め
、要

件
整
備
に
向
け
取
組
む
。

③
専
修
学
校
を
対
象
とす
る
第
三
者
評
価
機
関
等
の

連
絡
協
議
会
に
お
い
て
、意

見
交
換
、研

修
会
等
を
継

続
的
に
実
施
し、
第
三
者
評
価
機
関
等
の
質
向
上
を

図
る
。

④
職
業
分
野
ご
との
教
育
活
動
の
適
格
性
及
び
質
保

証
を
観
点
とし
た
評
価
項
目
・基
準
等
の
対
象
を
拡
大

させ
、新

た
な
評
価
機
関
等
の
組
織
化
に
活
用
す
る
。

令 和 6 年 度

・評
価
ガ
イド
ライ
ンの
改
正
提
言

・第
三
者
評
価
機
関
の
連
絡
協
議
会

の
運
営

・評
価
ガ
イド
ライ
ンの
作
成
、提

言
・拡
大
研
修
会
の
開
催

・第
三
者
評
価
フォ
ー
ラム
開
催

平
成

25
年

度
か

ら
受

託
事
業

開
始

・
２
５
年

度
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
基

づ
く
評
価

研
修
・学

校
関
係

者
評

価
モ
デ
ル

・
２
６
～

２
７
年
度

分
野

横
断

評
価
基

準
の
策

定
・
モ
デ
ル

評
価

・コ
ン
ソ
ー
シ
ア
ム
連
絡

調
整

以 前
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専門学校の現状及び検討等に関する参考資料 
1 専門学校の学校数、学生数、外国人留学生数の推移 
○学校基本調査結果によると専門課程を設置する学校数は、減少傾向となっている。 

○学生数は、令和３年度から減少しているが、令和 6 年度から 10,888 人増加している。 

○外国人留学生は、令和 6 年度から 30,077 人増加している。 

○高等学校からの進学者数は令和 3 年度から減少傾向で令和 6 年度は 13,448 人減っている。 
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2 専修学校の学校規模別学校数 

3 専修学校の分野別・課程別生徒数 

4 専修学校の課程別生徒数の推移 
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5 専門学校を含む高等教育機関への進学率推移 

6 職業実践専門課程の認定状況 
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7 職業実践専門課程認定校への都道府県補助 
・３８都道府県で職業実践専門課程認定校への補助を実施。(※令和６年度。実施都道府県
は下図のとおり。)
・職業実践専門課程が制度化（平成２６年度）された翌年度以降、毎年度、同課程認定校
に対する独自の補助制度を有する自治体が増加。
・職業実践専門課程認定校に係る追加的な経費への都道府県補助について、令和４年度から
特別交付税措置。

※出典：全国専修学校各種学校総連合会専修学校各種学校都道府県別助成状況（令和 6 年度）

都道府県 学校数 専門課程補助 職業実践専門課程補助 

北海道 73 @28,004/人 加算＠3,710/人 

青森県 6 @30,846/人（法人）＠13,950/人（他） 

岩手県 15 ＠17,980/人 

宮城県 34 

秋田県 3 ＠34,680/人（法人） @200,000/学科 

山形県 7 ＠48,604/人（法人）＠12,219/人（他） ＠100,000/学科 

福島県 10 ＠26,000/人（法人）＠8,600/人（他） @200,000/校 

茨城県 17 ＠17,500/人（法人） 左記に含む 

栃木県 17 750 から 2,600 千円/校 ＠100,000/校 

群馬県 30 ＠ 31,270/ 人 （ 専 門 士 等 ） ＠ 20,040/ 人

（他） 

埼玉県 33 ＠25,670/人 

千葉県 31 ＠15,000/人 ＠200,000/学科 
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東京都 162 自己評価＠200,000 第三者評価＠600,000/

校 

＠5,000/人 

神奈川県 44 ＠81,835/人（法人）＠15,600/人 

新潟県 36 ＠21,500/人 総額 4,000 千円 

富山県 8 @1,000 千円/校【特色教育】 左記加算 

石川県 15 ＠27,100/人＠172,700/校【特色教育】 ＠125,600/学科 

福井県 6 ＠27,000/人＠13,500/人【10 月入学】 

山梨県 6 ＠50,000/校＠16,000～8,000/人【県内外

専門士】＠4,000～2,000【以外県内外】 

＠200,000/学科 

長野県 23 ＠15,000/人 ＠100,000/校 

岐阜県 10 ＠44,269/人（法人） 総額 13,000 千円 

静岡県 36 ＠5,562,000/校 ＠150,000/学科 

愛知県 60 ＠978,600/校＠14,500/人 ＠200,000/学科 

三重県 7 ＠150,000/校＠16,370/人 ＠200,000/学科 

滋賀県 0 

京都府 26 専修学校全体（法人）60,000 千円 

大阪府 108 ＠1,000 千円/校（研修、評価等） 右記 

兵庫県 27 ＠10,307/人（法人）＠7,618/人（その他） 

奈良県 4 ＠1,200 千円/校＠31,500/人 ＠33,070/人 

和歌山県 4 

鳥取県 2 専修学校全体 26,237 千円 ＠150,000/校 

島根県 7 ＠18,867/人（右記除く） 

＠800,000/校外国人対応 

その他生徒確保支援事業、光熱水費補助あり 

＠500,000/校 

複数学科設置 

＠100,000/学科 

岡山県 16 1/2 補助内容不明 

広島県 24 総額 5,750 千円 

山口県 10 ＠792/人 ＠150,000/校 

徳島県 7 ＠550,000/校 

香川県 12 ＠7,760/人職実、評価情報公開など要件あり 右記 

愛媛県 13 ＠400,000/校 

県内就職要件あり 

高知県 11 ＠450,000/校 

県内就職要件あり 
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80％実績 

加算 10％加算 

福岡県 70 総額 15,300 千円 

佐賀県 3 教育質向上＠500,000/校 

地域連携＠100,000/校 

学校保健・安全対策＠1,025,000/校 

＠12,500/人 

＠500,000/校 

長崎県 10 ＠6,600/人 ＠500,000/校 

熊本県 17 ＠150,000/校 

大分県 17 ＠250,000/校 ＠500,000/校 

宮崎県 13 総額 9,114 千円 

鹿児島 6 専修学校全体 33,221 千円 総額 2,800 千円 

沖縄県 27 総額 29,225 千円 

合計 1123 

5 専修学校における学校評価実施状況 
〇専修学校における学校評価は、文部科学省調査（令和 5 年度）によると 93.0％が自己評価に

取組み、学校関係者評価には、78.3％が取組んでいる。しかしながら第三者評価への取組は、9.8％

にとどまっている。 

出典：各年の 5 月 1 日現在の数値 出典：私立高等学校等の実態調査 

－ 14 －─  14  ─



第２章 専門学校の第三者評価マニュアルの作成 
 

１ 改正学校教育法に基づく学校評価ガイドラインの改正 

 

（1）学校教育法の改正 

 

○専修学校の学校評価制度は、平成 14 年の専修学校設置基準改正において、自

己点検評価の実施と公表が努力義務化されたことによりスタートした。その後、

平成 19 年 6 月 20 日、学校教育法等の一部を改正する法律が成立し、学校教育

法第 42 条に学校評価に関する規定が整備され、自己点検評価は、専修学校のす

べての課程で、法律上義務化されるとともに、学校関係者評価が努力義務化さ

れた。 

○これまで専修学校の学校評価は、専門課程、高等課程、一般課程において同

様の措置がなされてきたが、令和 6年 6月 14 日付で学校教育法の一部を改正す

る法律（令和 8 年 4 月 1 日施行）が公布され、専門課程を置く専修学校の学校

評価に関して、自己点検評価の義務化に加えて、第三者評価が努力義務と規定

された。 

○このことにより、専門課程とその他の課程は学校評価に関して別の規定が適

用されることになった。 

 

【専門課程の規定】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校教育法施行規則では、専門課程を置く専修学校は、学校教育法第 132 条

の 2 第 1 項に規定する及び評価を行うにあたっては、同項の趣旨に即し適切な

項目を設定するとともに適当な体制を整えて行うものと規定されています。（第

186 条の 5） 

 

【学校教育法第 132 条の 2】 

専門課程を置く専修学校は、その教育水準の向上に資するため、文部科学大

臣の定めるところにより、当該専修学校の教育、組織及び運営並びに施設及

び設備の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものと

する。 

② 専門課程を置く専修学校は、前項に規定する状況について、当該専修学

校の職員以外の者で専修学校に関し広くかつ高い識見を有するものによる評

価を受け、その結果を公表するよう努めるものとする。 
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（2）学校評価ガイドラインの主な改正内容 

 

①教育の質保証・向上における学校評価の位置づけの明確化 

 

○改正ガイドラインでは、「専修学校が自ら掲げる理念・目的を実現するため

に具体的に育成する人材像を定め、必要な知識・技術、技能等の教育の目標を

明らかにし、学生、生徒がその目標に向かって学習を進めて達成しているかど

うかを組織として管理し、教育を運営する仕組みである職業教育のマネジメン

トが重要であり、学校評価は、職業教育のマネジメントが有効に機能している

かを確認するための手段であるといえる。」としている。 

○学校評価が目的ではなく、手段、手法の一つであることを明確にしています。

このことから、職業教育のマネジメント体制の構築と、機能の有効性の確認が

評価の重要な視点となる。 

出典：改正ガイドライン 
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②改正学校教育法の規定に基づく外部評価を第三者評価とし、定義等を明確化 

 

○改正学校教育法において専門課程には、外部の識見を有するものによる評価

が努力義務としている。略語では、外部評価という用語が使用されている。 

外部評価と第三者評価は、評価用語では、実施主体が異なるなど厳密な意味

では同じではないが、改正ガイドラインでは一般的な用語として第三者評価と

いう表現を用いている。 

○また、専門課程においては、従来、自己評価、学校関係者評価のみの規定が

存在していたので、改正前のガイドラインでは、第三者評価の定義等は、必ず

しも明確に示されていなかった。今回の学校教育法の改正において規定化され

たことにより、第三者評価の目的、要件等を明確化している。 

 

◎自己点検評価 各学校の教職員が、当該学校の理念・目的、目標に照らして、自

ら評価基準を設定し、学校の教育活動、学修成果、組織及び運営

並びに施設及び設備の状況について自ら行う点検及び評価。 

◎第三者評価 自己点検評価の結果を踏まえ、学校から独立した第三者（独立し

た評価機関・組織を含む。）が認める評価基準に基づき、当該第三

者が学校の教育活動、学修成果、学校運営等について行う評価。 

※第三者評価は、上記に示されたように学校を単位として行うい

わゆる機関別評価であることを示している。 

学校関係者評価 保護者、地域住民、企業等（当該学校の教職員を除く。）により構

成された組織等が、自己点検評価の結果について行う評価。 

出典：改正ガイドライン 

（3）改正ガイドラインにおける第三者評価の目的・機能 

 

○第三者評価の目的は、学校とは利害関係を有しない識見を有する外部の者が学校の

教育活動、学修成果、学校運営等について、評価し、結果を公表し、改善を行うこと

を通じて、その質を保証・向上させることにある。 

○第三者評価は、専門学校が自らの状況を客観的に見直す機会（自己点検・評価では

発見できない改善点等の指摘など）として捉え、自己点検・評価の結果を踏まえつつ、

外部の一定の要件を満たした評価者により、教育活動等の状況に重点を置きながら、

専門的かつ客観的な視点で行われることが求められる。評価結果において示された改

善等に取り組むことは、学校における教育活動、学校運営等の改善・向上に関する取

組を促進させる第三者評価の重要な機能といえる。 

出典：改正ガイドライン 
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（4）改正ガイドラインにおける第三者評価項目・基準（例示） 

 

（5）改正ガイドラインにおける評価結果の評定 

 

○改正ガイドラインでは、項目例に示した点検・評価項目毎に自己点検評価結

果として３段階の評定を行うものとしている。 

○評価結果の表現は各学校の判断に委ねられているが、今後は、評価基準の一

定の単位で３段階の評価で表現するが基本となる。 

○評価結果の段階評定は、各学校において取組状況の適切さについてより具体

的な分析を促し、今後の改善方策について明確化することが期待されている。 

改正ガイドラインでは、第三者評価においても同様の評価表現を用いることを

求めている。 

○自己点検評価の結果は、報告書にとりまとめる。評価は、各項目について３段階

で評価する。「基準を上回り、特筆すべき取組等を行っている場合」は３、「基準を

おおむね満たす場合」は２、「基準を満たしておらず改善が必要な場合」は１とする。 

その際、自己点検評価結果の報告書には、取組の適切さ等の評価結果の分析に加え、

それらを踏まえた今後の改善方策について、簡潔かつ明瞭に記述する。 

出典：改正ガイドライン 
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（6）第三者評価を行う評価実施者の種類 

 

○ガイドラインでは、評価実施者の要件、評価方法等を示しているが、第三者

評価の実施を評価機関の受審に限定していない。ガイドラインの記述から、評

価実施者として、以下の種類が想定される。 

 

①独立した組織で、専門学校を対象とする第三者評価機関 

 →職業教育評価機構、専門職高等教育質保証機構、柔道整復教育評価機構 

 →評価基準、評価者、評価方法等は評価機関が定める。 

②専門学校の関連団体（分野別学校協会など）で組織内に第三者評価機能を有

する団体 

 →全国自動車大学校・整備専門学校協会 

 →評価基準、評価者、評価方法等は当該団体が定める。 

③専門学校が選任した評価者等が形成する組織（第三者評価実施者（組織）） 

 →評価の主催者は当該専門学校だが、評価の客観性、公平性、継続性の観点

から、学校に対して一定の独立性が求められる。 

 →評価者は、当該専門学校がガイドラインの要件を満たす者を選任する。 

 →評価基準、評価方法等はこの評価者組織が定める。 

 →評価者選任の責任は学校にあるが、評価結果の責任は評価者組織に説明責

任がある。 

 

２ 第三者評価マニュアル作成にあたっての論点 

 

（1）第三者評価マニュアルに示す第三者評価基準の検討 

 教育活動を重点としつつ、教育活動を支える組織基盤等の評価を含めた第三

者評価項目、基準モデルをマニュアルに示すにあたっての方向性 

①評価基準は、ガイドラインに示した項目、基準とする。 

②各基準の説明、評価の視点等を記述する。 

 

留意事項 

◎教育活動を支える組織体制における職業教育のマネジメント機能の有効性の

評価 

◎学生支援の取組の評価 

◎学修成果に関する評価 

◎教職員の資質向上、SD および FD 活動に関する評価（設置基準の新たな規定） 
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◎教育活動を支える財政基盤等に関する評価 

 

（2）第三者評価マニュアルに示す評価組織等の検討 

 ガイドラインに示された第三者評価の評価組織は、独立した評価機関を必ず

しも指すものではなく、学校が選任する評価組織（評価者評価）も含まれてい

る。このことから、評価機関ばかりでなく、評価者による組織も視野に実施体

制を示すにあたっての方向性 

①客観性、公平性、透明性を確保するための評価組織のあり方を評価機関の実

施方法を参考として示す。 

 

留意事項 

◎評価者の要件（適格性含む）を当該専門学校に在籍した年限等、学校関係者

評価の要件に比べ具体的に示しているものの、評価組織の独立性、中立性の観

点から利害関係等について、より違いを明確にする。 

◎評価組織の業務内容は、第三者評価の実施、結果公表が主となるが、結果に

基づくフォロー、次の評価への継続性の確保も必要となることから、業務範囲

を参考として示す。 

◎ガイドラインに示されたように評価結果等に対する説明責任は、評価組織お

よび学校の双方にあるが、それぞれの責任の範囲を示す。 

◎委員報酬は、基準が明確でないが、費用が発生することは明確にする。 

◎第三者評価の実施に関する委員との関係性は、規程及び文書で明確にする。 

◎評価者育成についてどのように記述するか。評価者に対する研修は、評価機

関が当然実施するが、その他、評価組織の場合は、どうするか検討が必要。 

 

（3）段階評価の考え方、段階評価の判定基準に関する検討 

 評価結果は、段階評価（３段階）とすることがガイドラインで示されている。

評定の範囲は、ガイドラインによる中項目単位とされている。評価結果の判定

基準を示すにあたっての方向性 

 

①評定の判断基準の指針を示す。（評価機関の例） 

②所見の具体的な記述内容等を示す。（評価機関の実施要綱の例） 

 

留意事項 

◎ガイドラインには次のように示されている。 

評価は、各項目について３段階で評価する。「基準を上回り、特筆すべき取組
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等を行っている場合」は３、「基準をおおむね満たす場合」は２とし、「基準を

満たしておらず改善が必要な場合」は１とすること。 

また、所見欄を設け、特筆すべき成果や留意すべき点、改善を要する点など、

評価を実施する中で明らかになった成果や学校の教育活動や運営に反映すべき

事項を積極的に指摘すること。 

◎３段階の判定基準を明確にする。（ある程度具体的に示す。）１及び３の基準

を明確にする。 

◎特に法令事項等に関する指摘を明確にする。（評価機関の実施要綱の例） 

◎基準毎に取扱いを明確にする。（評価機関の実施要綱の例） 

◎所見欄の内容を明確にする。（評価機関の実施要綱の例） 

 

（4）第三者評価の実施についての検討 

 第三者評価に実施については、概ねガイドラインに基づき第三者評価マニュ

アル記述をするが、記述にあたっての方向性 

 

①第三者評価の対象とする自己点検報告書等の様式、参照資料例など示す。 

②全体のスケジュールを示す。（評価の流れ） 

 

留意事項 

◎様式等は本機構の様式を例として示すことでよいか。 

◎スケジュールには、第三者評価の実施、フォローアップも含めて示す。 

◎意見の申し立てに関する手続きを示す。評価組織と学校の関係性を整理する。 

◎評価期間は５年、評価実施年も含める。翌年から５年以内に受審する。評価

機関でない場合、評価組織の継続性はどうするのか。 

◎養成指定施設に関する負担軽減の具体的な方法について示す。 

◎当該専門学校における SD,FD 活動との連携について改善への取組、第三者評

価に関する理解促進のための研修について言及する。 

 

３ 第三者評価マニュアル作成部会における検討経過 

 

（1）第 1回部会 

令和 7年 9月 17 日(水曜日）10：00～12：00  

場所：職業教育評価機構事務局 

・本年度の事業計画、事業全体の概要説明 

・主な取組事項、部会審議スケジュールの説明 
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・第三者評価マニュアル作成に向けた論点・課題の整理第 1回目 

・第三者評価マニュアルの構成第１回目 

・第三者評価推進研修会（全体会・個別会） 

 改正ガイドラインが示した第三者評価実施組織のあり方について審議 

 第三者評価に対する国、都道府県の今後の支援の動向 

（2）第２回部会 

令和 7年 10 月 15 日(水曜日）14：30～16：30  

場所：職業教育評価機構事務局 

・第 1回事業実施委員会における審議内容の確認 

・第三者評価マニュアル作成に向けた論点・課題の整理第 2回目 

・第三者評価マニュアルの構成第 2回目 

・第三者評価推進研修会（全体会）の進行に関する検討① 

 学校及び評価機関等の役割分担、具体的な業務内容の検討 

 客観性、公平性、独立性などを考慮すると評価実施組織に対しての厳格

性を求めることと第三者評価の促進との関係性 

 

（3）第３回部会 

令和 7 年 10 月 28 日

(火曜日） 

10：00～12：00 

場所：職業教育評価機

構事務局 

・第三者評価マニュア

ルの構成第 3回目 

・第三者評価推進研修

会（全体会）の進行

に関する検討② 

 マニュアルの構成について、第三者評価の実施内容についてできるだけ抽

出して記述する。 

 具体的には、第三者評価の準備からフォローアップまで記述するがどこま

で求めるのか議論が必要。 

 個別研修会の進行について、法令改正、改正ガイドラインの解説と第三者

評価への対応（第三者評価マニュアルの概要）について報告して、質疑応

答を行う。（個別会は対面で行うため） 

 

─  22  ─



第３章 連絡協議会運営部会の運営・拡大研修会の開催 
 
１ 連絡協議会運営部会の運営 

 

（1）第 1回部会 

令和 7年 9月 24 日(水曜日）14：30～16：30 

場所：職業教育評価機構事務局 

・事業計画、事業概要説明、各部会等の主な取組、スケジュールの確認 

・各団体からの現状報告及び意見交換 

・拡大研修会の実施要項（案）の検討 

 改正ガイドラインに基づく第三者評価に関する各団体の対応 

 専門学校からの相談等の状況 

 拡大研修会のテーマについて、第三者評価を社会はどのように見ている

かについて、例えば、高等学校側の意識などについて紹介することで、

第三者評価の公表等の重要性を確認することなどどうか、社会人からの

視点はどうかなど内容について検討した。 

 文部科学省 8年度概算要求の質保証関係事業について意見交換 
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（2）第２回部会 

令和 7年 10 月 22 日（水曜日）14：30～16：30 

場所：職業教育評価機構 

・第 1回事業実施員会主な発言内容の報告 

・拡大研修会プログラム案 

・拡大研修会意見交換の展開案 

 拡大研修会に意見交換に関してどのように展開するか検討した。 

テーマ：専門学校教育の質保証と社会からの信頼を得るための第三者評価 

のあり方 

  ・事業実施委員会の山野委員（多摩地区高等学校進路指導協議会顧問）か

ら高等学校からの視点で、第三者評価実施のあり方について講演を行う。 

  ・意見交換内容と進行 

  ①専門学校の職業教育としての質保証について 

  ②学校が主催して実施する第三者評価の妥当性に関する議論 

  ③評価機関が行う第三者評価の動向と進展を図るための支援等についての

議論 

 

 (3)第４回部会（拡大研修会 3 回部会） 

令和 8年 1月 27 日（火曜日）14：30～16：30 

場所：職業教育評価機構 

・拡大研修会の報告 

・今年度の取組と今後の課題 

・第三者評価フォーラム 2026 の開催内容 

・事業のまとめと今後の課題について 

・第三者評価に関する文部科学省の来年度予算等の動向 

 今後の取組み、課題については、下記事項について了承された。 

○今後の取組 

・団体間における情報交換・情報共有の継続については意義がある。今後拡

大することが求められている。 

・共通の課題をテーマとする研修会の実施についても上記のとおり。 

・本協議会の継続的な運営については、令和 8年度における第三者評価への

支援内容との関係で、実際の運営について検討する必要がある。 
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２ 連絡協議会運営部会拡大研修会の開催（兼第３回部会） 

 

1 研修テーマ 

社会からの信頼を得るための第三者評価のあり方   

 

2 開催目的 

 専門学校の第三者評価は、必ずしも大学等における認証評価と同じ手法をと

るものではないが、改正ガイドラインでは、その実施について、透明性の観点

で、評価者の要件（当該専門学校との利害関係等）及びその組織性の確保に言

及している。 

また、法律上は努力義務であっても、令和 8 年度から、文部科学大臣認定課

程における要件となる第三者評価については、専門学校教育の質保証・向上に

資することや社会からの信頼を得るに足る一定の水準の確保が重要である。 

さらに、第三者評価のあるべき水準について専門学校関係者における認識の

共有を図ることは、さらに重要なことであり、今回の研修では、第三者評価の

水準のポイントである第三者評価の実施組織である評価組織のあり方について

議論を進める機会を提供するために研修会を開催する。 

 

3 開催案内送付範囲 

都道府県の専門学校関係団体に周知するとともに、各分野の学校協会等団体、

開催地のブロック内に存する専門学校に直接案内を送付し参加（映像の視聴含

む）を呼びかけた。 

  

4 開催日時及び会場 

・開催日時 令和 7年 11 月 26 日（水曜日）13：30～16：00 

・会  場 TKP 市ヶ谷カンファレンスセンター ５階「5C ホール」 

・来場者数 34 名（関係者含む）・オンライン参加 171 名(瞬間最大値) 

5 プログラム 

１ 開  会【13：30】 

２ あいさつ 文部科学省総合教育政策局専修学校教育振興室長 米 原 泰 裕 

３ 講  演 「社会が求める専門学校教育の質保証」  

多摩地区高等学校進路指導協議会 顧問      山 野 晴 雄 

４ 意見交換 「社会からの信頼を得るための第三者評価のあり方」 

進行：事業実施委員会委員長/ 
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東京メディカル・スポーツ専門学校 校長   関 口 正 雄 

【登壇者】 

文部科学省総合教育政策局生涯学習推進課専修学校教育振興室長 米 原 泰 裕 

多摩地区高等学校進路指導協議会顧問                         山 野 晴 雄 

一般社団法人 全国専門学校教育研究会・専門学校 YIC グループ本部 常務理事    

岡 村 慎 一 

一般社団法人 職業教育研究開発推進機構 代表理事             川 廷 宗 之 

公益社団法人 東洋療法学校協会 理事・学校法人 呉竹学園 理事長         

坂 本   歩 

専門学校東京工科自動車大学校（中野校）・世田谷校 校長       佐 藤 康 夫 

一般社団法人専門職高等教育質保証機構 事務局長          外 山 公 美 

一般社団法人日本看護学校協議会 会長                 水 方 智 子 

JAMOTE 認証サービス(株) 代表取締役                          八 木 信 幸 

 

５ 閉会【16:30】 
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第４章 委員会・研修会・第三者評価フォーラムの開催と運営 
 
１ 事業実施委員会の運営 

 

（1）第１回委員会  

令和 7年 9月 29 日（月曜日）14：30～16：30 アルカディア市ヶ谷 

 開会あいさつ 主催者：理事長 井澤勇治  

 委員長選任 東京メディカル・スポーツ専門学校校長 関口正雄 

 現状を踏まえた挨拶  

文部科学省 総合教育政策局 専修学校教育振興室 室長 米原泰裕  

【委員長挨拶】 

○今回議論する論点、課題について、第三者評価と外部評価は用語としても異

なる取組であるが、議論の前提として、専門学校が取組む第三者評価は、いわ

ゆる評価機関が実施する第三者評価と学校が主体となって実施する外部評価も

含んだ範囲の評価ということを共通認識としたい。 

○そのうえで、今回の事業である第三者評価マニュアル作成にあたっては、本

機構が評価機関としての観点・視点で取りまとめるということから、また、多

くの専門学校が自己点検評価及び学校関係者評価を超えた学校評価の段階に進

むためという意味において、第三者評価のあるべき要件と最低基準としての要

件を併記したものとなるのではないかということを議論の前に申し上げておき

たい。 

【文部科学省：現状を踏まえた挨拶】 

○昨年度、学校教育法の改正があり、専門学校に外部の識見を有する者の評価

が努力義務として規定された。法改正はそればかりでなく単位制、専攻科の導

入などがある。これまでの教育の実施内容を大きく変えるということではない

が、高等教育機関としてふさわしい形として制度を変えていくということであ

る。 

○今回の事業では、専修学校の教職員が第三者評価にどのように具体的に取組

んでいくのか、これなら取組んでいけると確信が持てる内容で、現場で困った

ときに振り返ってみられるようなマニュアルとすることが必要であると考えて

いる。 

○第三者評価の理想として掲げ、目指していくことももちろん重要であるが、

規模の差異など多様な専門学校が存在する中にあって、努力義務ではあるが大

学院入学資格（高度専門士）、外国人留学生キャリア促進プログラム認定校、規

模としても約５７０校が、５年間の間に取組むということになる。 
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○制度として一歩目であり、学校にとって意味のあるものでなければならない。

厳しい評価となることはあっても、教育活動や学校運営の足を引っ張るもので

あってはならないと考えている。評価が改善につながるものであることを示せ

るものであってほしいと考えている。 

○今回作成するマニュアルが１００％完璧であることに期待をするものではな

く、これから取組む中で、見直しながら改善していきたいと考えている。野球

でいえば、これまで素振りを行って、いよいよ、キャンプ入りし、実戦へとなっ

ていく。この事業が、様々な分野の委員の意見を受けながら、今後５年間の中

で学校の取組の一助となることに期待したい。 

【第三評価に関する知見者の視点から】 

○学校が依頼した委員による評価（以下「評価者評価」）の場合、フローアップ

も含めて継続性を担保し、すべて公表すれば、とりあえずはよいとすることも

考えられる。 

○評価者評価は、第三者評価ではないという議論にならないようにしなければ

ならない。学校が完璧に実施できない場合でも、次回への課題ということで、

次回に取組むということにしたらどうだろうか。 

○評価基準には◎、○、△とあるが、二重丸は必ず評価する、それ以外は次回

以降に徐々に取組んでいくというようなことでよいのではないか。 

○資料の提出については、提出されないことで確認できない場合は、評価側が

明確に指摘することで最初はよいのではないだろうか。評価側の責任はいわば、

国民に対しての責任であるわけなので、その辺は明確にする必要がある。 

○公表の範囲は自己点検評価結果も公表する。これを公表しない場合は、第三

者評価結果の信ぴょう性が失われる。 

○評価基準の考え方、公表の範囲など評価委員が決めることが重要で、学校の

関与が入らないようにすることも必要である。 

○学校が実施する評価者評価では、評価組織と学校は契約関係になる。契約書

など内容を文書により取り決める必要がある。特に、利益相反（Conflict of 

Interest）に関する事項は、契約上、明確化することが重要である。 

○評価者との調整等の業務が発生することや、学校と評価者とのやり取りなど

すべて記録に残すことが必要である。 

○第三者評価機関と学校の認識には温度差はある。質保証機構としては依頼さ

れれば、調整、コーディネートを実施する用意があり、実際に、アドバイスを

している。その場合、学校、評価者、質保証機構 3者で協議を行うことになる。 

○上記について進めるにしても、自己点検評価をきちんと実施することが要件

で、その点を重視したい。また、これらについてビジネスとして展開しようと
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する動きは聞いており、学校には注意喚起を行っている。 

頼まれたら調整程度はやる。自己点検評価がきちんとされているか。評価者評

価をサポートすることは対応する。3者での協議で実際のコンサルタントを行う

ことになる。 

○評価者の質が重要である。産業界からの実務経験者を評価者のうち半数とし

ている。実務経験者の評価は、大学教員とでは視点が違う。また、評価チーム

ごとにも結果が違ってくる場合がある。あまり差があると評価機関の信頼性に

もかかわる。また、評価者の先入観が影響する例も多くある。評価者の育成が

必要である。 

○評価者には、習熟することが必要である。実際の評価を通して、他人の意見

を聞きながら評価経験を重ね習熟してくる場合がある。また、取りまとめ役の

リーダーの存在は、重要である。 

○第三者評価が改善につながること、内部では気が付かないことが、外から言

われると刺激になるということは理解されているが、評価結果に信頼性がない

と、評価を受けないということにつながる。JABEE では、受審校が減ってきてい

る。また、何回か受審することで、自分たちで十分できるということにもなっ

ている。今回の改正について制度を定着させることが重要である。ポイントは、

教員である。教員研修に携わる機会が多い。研修を受講し、知識を得ても、意

識変容から行動変容がなければ定着しない。学校への研修、職業教育のマネジ

メントの定着を目的とした研修を重ねて定着させることが必要である。 

【専門学校及び関係団体の視点から】 

○A 団体の現状では、学校評価の改正に対応ができていない。自己点検評価は、

学校間で差があることから、自己点検評価を厳格に行い、質を上げていくこと

から初めていきたい。自己点検評価が学校改善へのステップであることを実感

できることが重要であると考えている。また、補助制度に関して、手続きが難

しくあまり活用されていないのではないか。 

○B団体では、派遣会社が学校経営等の経験者を登録、育成して、学校に派遣す

るという方法を考えている。実際、派遣会社が第三者評価の評価者育成をどこ

までできるかなど課題はたくさんある。今後、このスキームで派遣会社と条件

を詰めていくことになる。 

○自己点検評価についても、どのような視点で行うか、評価の標準化は必要で

ある。どのような視点で実施するのか、学校全体で共有できるか、課題が多く、

整理できていない状況である。第三者評価を実施する学校における規程の制定

など全体の制度設計が重要である。 

○マニュアル作成にあたって、一度も第三者評価に取組んだことがない学校が
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円滑に取組むことができるように、最低限やるべきことをやってくださいとい

う内容にしてほしい。ガイドラインに沿った実施方法を反映させることが重要

で、ガイドラインの意図が理解できるようなマニュアルにするべきである。 

○評価機関が実施する評価でも、学校が実施する評価組織による評価でも同じ

ことであることとして、学校の規模にかかわらず必要なことをマニュアルに示

すことが必要である。評価機関が実施している第三者評価をモデルにマニュア

ルを作成するという方法もある。 

○第三者評価を行うことについて専門学校にとって唐突感があり、そんなに面

倒であれば、認定校から降りるという動きが怖い。理想的で、将来的なことも

示しつつ、実際にやることは何か示すことが必要である。 

○第三者評価を受審している学校としては、評価機関が行う評価と学校が行う

評価とでは、上下が自然とできてくるのではないかと思う。継続して受審して

きた学校は評価機関で継続して受けてきたが、評価機関にキャパシティがある

とすると、断られることがあるのではないかということも危惧している。 

【所轄庁の視点から】 

○法改正により専門学校をより大学に近づけるという中で、学校評価について

は、重要であり力を入れていく必要がある。C団体では、所在する学校数も多い

ことから、動きも注目されている。どのような対応を行うか所在する専修学校

等団体とも協議を行っているところである。全校（約３００校）が法の主旨を

活かし５年に１回第三者評価を実施してほしいと考えている。 

○評価機構、質保証機構など評価機関が実施することには、限界があり、評価

者評価が設定されていると理解している。評価者の育成と、研修など他団体の

動きも見ながら、第三者評価の標準化を担保していきたい。評価者評価のクオ

リティをあげて評価機関の評価と同質として、特に評価者へのアクセスを考え

ていきたい。 

○自己点検評価の質を上げることの重要性を感じた。補助制度については、従

来同様とするよう財政当局に要求をしてく。補助金の申請の煩雑さについては

確認したい。 

【社会から見た場合等の視点から】 

○高校側から見れば、評価機関が行う第三者評価を求めている。これが基本で

ある。評価者評価であると学校が主体となるので結果に影響があるのではない

か、信用性に疑問がある。小規模でも第三者評価を実施している学校はある。 

○評価結果について、学校の取組の経過を継続してみていくことが必要である。

改善という視点では、退学者数、資格試験の合格率などについてどのような推

移であるかなどきめ細かく見ていく必要がある。評価機関が組織で評価するこ
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とが必要である。 

○特に小規模校へは評価費用に対する補助制度が課題であると言える。 

○世間からの評価では、評価機関やる場合とその他との違いがあるのかという

ことが問題となる。公認会計士の場合、個人と、監査法人とでは、私立学校法

上でも違いがある。 

○財務の評価では、安定した財務基盤について、外から見た評価、学校側から

見た評価では、違いが出てくる。どのような基準で評価するか、評価機関での

評価であれば、各機関で安定し基盤について必要かつ十分の基準を明確にする

と評価しやすいが、評価者評価ではどのような基準にするか課題である。 

（文部科学省） 

○貴重な意見ありがとうございます。マニュアル作成においては、評価者評価

でも十分に第三者評価の機能が果たせるように、最低限の評価ができるように、

また、自己点検評価が改善されるようになってほしい。 

○懸念については、評価者として意見を言うことが過ぎると学校の足を引っ張

ることにならないようにという点は注意したい。また、契約上明確にすること

なども課題である。 

○コンサル的な行為については違法行為とはいえない。文科省として、学校評

価研修等の支援を行うように予算要求している。コーディネーター派遣などの

しくみも必要であると考えている。 

所轄庁は、中長期的な視点での支援、文科省は、短期的な力を入れていきたい

と考えている。本日の意見がマニュアル作成につながるよう取組んでほしい。 
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（2）第 2回委員会  

令和 7年 12 月 16 日（火曜日）14：30～16：30 アルカディア市ヶ谷 

 開会 

 各部会における審議経過・進捗状況の報告 

 専門学校の第三者評価マニュアル（案） 

 第三者評価フォーラム 2026（事業成果報告会）の開催概要 

 その他・意見交換  

文部科学省 総合教育政策局 専修学校教育振興室 室長補佐 塩屋仁史 

 

【部会における審議経過・進捗状況】 

○全体研修会における吉本先生の大学の認証評価への動きについて、教育プ

ログラム単位、学科単位での評価の話が議論されている。全体のまとめとの

関連で議論がある。大学評価では、段階評価や認証評価の意義についても意

見が出ているが、国際通用性の観点が重要で、その点が議論の中で忘れられ

ているのでないか。また、学修成果の可視化は、重要である。 

○機関別評価と分野別評価では、まったく別の評価を行っているわけではな

く共通する部分や割合の問題でもある。いづれにしても今後の課題である。 

○大学の議論は大学の議論として専門学校では、職業教育マネジメントの有

効性が重要な視点で、専門学校の特性を生かした評価が重要であると考える。 

【専門学校の第三者評価マニュアル（案）】 

○本団体では、外部評価に耐えられる自己点検評価の充実が重要であると考

えている。全体を底上げすることに取組んでいく。県単位でなくブロック単

位での取組も検討することにしている。 

○本団体では評価者の確保という点で、各分野で退職者の活用を考えている。

他県での評価や高等学校からの評価など検討している。本事業のリーダー

シップをどこが担うのかも課題である。 

○学校関係者評価との関係性では、イメージとしてという説明がされたが、

安易な理解に結びつく可能性があり、違いなどを明確に説明する必要がある

のではないか。 

○評価実施者の種類が評価機関のみではないとのことだが、評価機関が行う

ことが信頼性から重要である。学校が選ぶというと何らかの関係性、利益相

反関係が生じることがあるのではないかと危惧している。費用負担が課題だ

ということであれば、支援策を考えるべきである。 

○意見申立ての関係は、審査会ということになっているが、複数でなく独任

制でも良いのでないかと考えている。 
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○第三者評価への対応について専門学校には情報が少なく、浸透していない

ではないかというのが実感である。評価者の属性について構成員について、

など、選任方法など明確化する必要がある。 

○評価機関が実施した方が独立性という意味では良いと考える。学校が実施

するという表現はいかがかと思う。評価機関以外など工夫する必要がある。 

【第三者評価フォーラム 2026 要項案】 

 ○文部科学省から、来年度の予算について説明の機会と、評価機関について

また、現時点の情報提供ができればと考えている。具体的なことは協議をし

たい。 

  

（3）第 3回委員会  

令和 8年 2月 17 日（火曜日）10：00～12：00 アルカディア市ヶ谷 

 改正学校教育法に基づく学校評価の推進について（文部科学省） 

 専門学校の第三者評価マニュアル（案） 

 その他 

文部科学省教育政策局 専修学校教育振興室 室長補佐 塩屋仁史 

 

【文部科学省の説明】 

 ○令和 8 年度予算による「学校評価の推進」事業の実施イメージについての

説明がなされた。 

 ○一括して受託する事業による事業である。内容は評価者育成、評価団体の

立上げへの支援、評価を実施した組織への支援などが内容である。５年間の

事業だが、できるだけ早い時期（３年間）の参加を推進したいと考えている。 

 ○今後の説明会は、２月末に都道府県に対する協議会を開催する。 

【文部科学省の説明について意見交換、質疑】 

 ○評価者団体には評価者組織も含まれるのか。 

 ○含まれると考えている。受託業者が実施するので要件はそこで定める。団

体でも学校でも多くの学校が参加できる機会を提供したいと考えている。 

 ○コンソーシアムへのイメージについて機関ばかりでなく学校毎の評価組織

も参加することを想定している。参加する団体には一種のお墨付きとするこ

とも想定している。学校は入らない。あくまでも評価組織のみが参加する。 

 ○コンソーシアムでの評価に対する質保証のしくみがないと不安がある。 

 ○コーディネーターは、評価機関に依頼するというイメージを考えている。 

 ○人材派遣会社などでも可能である。誰が質の保証するのか心配である。 

 ○現状では評価件数を確保することが重要である。 
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 ○受託事業者が学校や評価の知識がないと難しいのではないか。試行錯誤で

実施していくという感じであると思うが。 

 ○現状で、各機関との関係性を確立している機関にとは考えているか。公募

なので何ともいえない。 

 ○本事業について、運営するための事務局が重要で、人材派遣会社との調整

も必要で、評価に関する知識も必要である。独立性などの基準が必要なので

はないか。学校が実施する場合と機関がやる場合と差が出ても困るのではな

いか。課題は多くある。 

 ○実践研修（実質的な評価）は、ベテラン評価者と組み合わせを考えている。

受託事業に参画することが支援の条件である。評価には取りまとめ役が重要

である。 

 ○東京都では、基準、所轄庁への報告などを要件として考えている。評価者

者バンクなど専各団体と連携して行う。コンソーシアムへの加入の公表を考

ている。 

【専門学校の第三者評価マニュアル（案）】 

 ○実施方法の種類として、評価機関、専門学校関係団体、学校という区分け

だが、専門学校関係団体、特に都道府県の協会などはこれにあたる可能性は

あるのか。各協会はそれぞれ、考え方が異なっているので一律になることは

ないのではないか。 

 ○公表内容としては、評価結果ばかりでなく結果のプロセスも公表すること

によって学校が主催となる第三者評価についてもある程度の独立性や客観性

が担保されていることを理解してもらうことになる。 

 ○第三者評価の実施形態について、現状の評価機関の数など考慮して、学校

が主催する第三者評価がやむを得ないとして、独立性などを担保するための

ルールづくりが課題である。評価者と学校との関係性で利益相反の確認では、

協定書等締結し、公表することが必要なのではないか。今後進めていく中で

ルールが出来上がっていくとの考え方もある。 

 ○フォローアップと所轄庁との連携の関係性は、現時点では具体的な方法を

示されていないが、これもこれからの取組で作られていくものである。 

 ○学校教育法の改正について、学校を対象とした説明会が開催されたが、学

校評価についても、そもそも論からの説明が必要なのではないかと考える。 

○実施していく第三者評価については、機関別評価なのか分野別評価なのか

等学校側からは、基本的な疑問が寄せられている。学校への基本的な事項の

周知が必要ではないか。この件については、文部科学省から学校を対象とす

る説明会を検討するとの回答があった。マニュアル案は本案で了承された。 
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２ 専門学校の第三者評価推進全体研修会の開催 

 

(1)全体研修会の概要 

開催日時：令和 7年 11 月 14 日(金曜日）午後 13 時～17 時 

会  場：TKP 市ヶ谷カンファレンスセンター 6B ホール 

・来場者数 46 名（関係者除く） ・オンライン参加 289 名(瞬間最大値) 

目  的：改正ガイドラインの趣旨等の周知及び専門学校が取組む第三者

評価、評価基準の中心となる職業教育のマネジメント強化等の周知等を目

的とする。 

主  催： 特定非営利活動法人 職業教育評価機構 

都道府県の専門学校関係協会に周知するとともに、各分野の学校協会等団 

体、開催地のブロック内に存する専修学校に直接案内 

（2）プログラム 

①基調報告：「学校教育法改正の趣旨及び改正ガイドラインのねらい」 

文部科学省総合教育政策局専修学校教育振興室長  米 原 泰 裕 

②基調講演：「専門学校の新たな質保証・向上に向けて」 

専修学校の質保証・向上に関する調査研究協力者会議委員 

滋慶医療科学大学特任教授  吉 本 圭 一 

③事業中間報告：「専門学校における第三者評価マニュアルの概要」 

事業実施委員会委員長・ 

東京メディカル・スポーツ専門学校  校長  関 口 正 雄 

④意見交換：「専門学校の第三者評価の可能性」 

（登壇者）司会・進行 事業実施委員会委員長       関 口 正 雄 

〇文部科学省総合教育政策局生涯学習推進課専修学校教育振興室長 

   米 原 泰 裕 

〇専修学校の質保証・向上に関する調査研究協力者会議委員・ 

滋慶医療科学大学特任教授    吉 本 圭 一 

  〇全国専修学校各種学校総連合会 事務局長        原田 大五郎 

  〇三菱総合研究所人材・キャリア事業本部主任研究員    藪 本 沙 織 

  〇（学）有坂中央学園教育開発部シニアフェロー・JAMOTE 認証サービス（株） 

代表取締役社長  八 木 信 幸 

【意見交換の論点】 

 ・学校教育法の改正における第三者評価の努力義務化の意義 

 ・基調報告・基調講演、事業中間報告への質問意見の聴取 

・質保証・向上に向けた社会的な共通感覚形成の方向 
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①専門学校の職業教育としての質保証・工場に係る固有の理解を形成すること

⇒目的・方法・統制において大学モデルの轍を踏まないこと 

②専門学校の規模に応じた評価をおこなうこと 

⇒学校規模についてのメリット、デメリットを考えた運用方策を検討してい

くこと 

③評価を通して質の向上ができること 

⇒方法にも関わるが、教育を担う教員が質保証・向上の活動に自律的に参画

することで、教育能力の向上につながる仕組みを探すこと 

④実践のモデルの比較検討や制度改革・政策形成への議論の場を形成してい

くこと 
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３ 専門学校の第三者評価推進個別研修会の開催 

 

(1)個別研修会の概要 

①開催日時：令和 7年 12 月 1 日(月曜日）午後 13 時～16 時 

会  場：山形県私学会館 

・来場者数 26 名（山形 15 名、青森 1名、宮城 6名、福島 4名） 

目  的：改正ガイドラインの趣旨等の周知及び専門学校が取組む第三者

評価への対応について周知等を目的とする。 

主  催：特定非営利活動法人 職業教育評価機構 

開催県の専門学校関係協会から周知、開催地のブロック内に存する専修学 

校に直接案内 

②開催日時：令和 7年 12 月 5 日(金曜日）午後 13 時～16 時 

会  場：名古屋ガーデンパレス 

・来場者数 52 名（愛知 47 名、岐阜 1名、富山 1名、三重 1名、石川 1名） 

目  的：同上 

主  催：特定非営利活動法人 職業教育評価機構 

開催県の専門学校関係協会から周知、開催地のブロック内に存する専修学 

校に直接案内 

③開催日時：令和 8年 1月 19 日(月曜日）午後 13 時～16 時 

会  場：ピュアリティまきび 

・来場者数 34 名（岡山 22 名、鳥取 1名、広島 8名、山口 3名） 

目  的：同上 

主  催：特定非営利活動法人 職業教育評価機構 

開催県の専門学校関係協会から周知、開催地のブロック内に存する専修学 

校に直接案内 

 

（2）プログラム（共通） 

①ご挨拶 一般社団法人岡山県専修学校各種学校振興会会長 平 田 眞 一 

一般社団法人山形県専修学校各種学校協会 会長 山本 絵里子 

②「今回の学校教育法の改正の背景」 

講師：全国専修学校各種学校総連合会 事務局長   原田 大五郎 

③「改正学校教育法における第三者評価への対応」 

講師：特定非営利活動法人職業教育評価機構副理事長 

東京メディカル・スポーツ専門学校 校長  関 口 正 雄 

 

 

─  37  ─



（3）主な質問内容 

 ①第三者評価の実施と学校関係者評価の関係 

 ・評価者の要件が異なり、第三者評価に関する利益相反禁止明確化 

 ②評価機関に申込をした場合の受審の要件 

 ・評価機関によって取扱いについての考え方がある。会員制を採っており、

会員の受審に適切な対応を考えている。 

 ③評価期間の数え方 

 ・評価年度を含めて 5年間 

 ④自己点検評価の資料作成 

 ・記述内容の確認をするための資料。評価年度の前年度分を基本とする。 

 

【山形県会場】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【愛知県会場】 
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４ 職業実践専門課程第三者評価フォーラム 2026 の開催 

 

(1) 開催テーマ・内容 

開催テーマ：改正学校教育法に基づく学校評価の推進及び専門学校の第三者評

価受審に向けた具体的な対応～専門学校第三者評価マニュアル案による～ 

開催の目的：令和８年４月１日の改正学校教育法の施行を前に、専門学校の第

三者評価への具体的な対応と支援について、文部科学省からの基調報告と第三

者評価マニュアル案による対応を主題に調査研究の成果・事業報告として開催

する。 

主   催：特定非営利活動法人 職業教育評価機構 

開催案内等：都道府県及び専門学校関係団体・協会に周知するとともに、各分

野の学校協会等団体、開催地のブロック内に存する専修学校に直接案内を送付

し参加を呼びかけた。 

 

(2)「職業実践専門課程」の第三者評価フォーラム 2026 

① 開催日時及び会場 

・開催日時 令和 8年 2月 6日（金曜日）13：30～16：30 

・会  場 ＴＫＰ市ヶ谷カンファレンスセンター 5 階「5C ホール」 

・来場者数 ４５名（関係者含む） ・オンライン参加４９３名(瞬間最大値) 

・配信ＵＲＬの案内５７０名（希望者及び関係者） 

② プログラム 

○基調報告「改正学校教育法に基づく学校評価の推進について」 

文部科学省 総合教育政策局 生涯学習推進課  

専修学校教育振興室長 米 原 泰 裕 

○事業報告「専門学校の第三者評価受審に向けて～専門学校第三者評価マニュ

アル案による～」 

事業実施委員長/職業教育評価機構 副理事長 

全国専修学校各種学校総連合会 常任理事・総務委員会 委員長 関 口 正 雄 

 

○第三者評価機関等の紹介  

・一般社団法人 専門職高等教育質保証機構 

・一般社団法人 全国専門学校教育研究会 

・一般社団法人 柔道整復教育評価機構 

・全国自動車大学校・整備専門学校協会 

・特定非営利活動法人 職業教育評価機構 
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第５章 まとめ 
 
１ 専門学校における第三者評価の実践に関する課題 

 

〇学校教育法改正の時点で、専門学校の第三者評価の実施については、不明確

な部分があり、具体的な実施方法は、ガイドラインの公表が待たれた。 

○大学等で実施している認証評価は、文部科学大臣が認証した評価機関を受審

する方法がとられている。認証評価機関は機関別評価を行う機関と専門分野別

評価を実施する評価機関があり、各大学等がそれぞれ評価機関を選択して受審

している。 

○専門学校の第三者評価は、学校教育法の規定によると「専門課程を置く専修

学校は、その教育水準の向上に資するため、文部科学大臣の定めるところによ

り、当該専修学校の教育、組織及び運営並びに施設及び設備の状況について自

ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとする。」そして、「専門課程

を置く専修学校は、前項に規定する状況について、当該専修学校の職員以外の

者で専修学校に関し広くかつ高い識見を有するものによる評価を受け、その結

果を公表するよう努めるものとする。」となっている。ガイドラインではこれを

第三者評価と表現している。 

○学校教育法に規定された上記の評価は、一般的には外部評価といわれ、認証

評価とは同じものではない。専門学校では、方法、評価者を含めて学校が選択

した方法で行うものであるとしている。 

○ガイドラインでは、評価実施者の要件、評価方法等を示しているが、第三者

評価の実施を評価機関の受審に限定していない。ガイドラインの記述から、評

価実施者として、以下の種類が想定されると整理した。 

① 独立した組織で、専門学校を対象とする第三者評価機関 

② 専門学校の関連団体（分野別学校協会など）で組織内に第三者評価機能を有

する団体 

③ 当該専門学校が選任した評価者等が形成する組織（第三者評価実施者（組

織）） 

〇ガイドラインで示された、評価者、評価組織、評価の過程についての要件は、

非常に厳格で、上記の３つの方法のどの方法であろうと、独立性、客観性、公

平性、透明性の観点では同じレベルの評価であるとの制度的な位置づけである。 

〇同じレベルであることを保証するのは、ガイドラインに示された評価者、方

法等に準拠して実施をしたことを第三者評価実施者（組織）自らが結果のみで

なく、評価の過程も含めて公表することが必要であり、同時に課題である。 
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〇一方、評価者の選任、評価組織の構築、当該専門学校との関係性などについて、

専門学校がこれまで取組んできた学校関係者評価に比較すると要件は、厳格化

されている。 

〇こうした要件を充足する評価者の選任及び評価を実施するための評価過程の

実践的な研修の開催などの課題がある。 

 

２ 専門学校における第三者評価への支援のあり方 

 

〇これまでの専門学校の第三者評価への支援は、学校評価の実施に係った経費

への補助制度の充実、拡大を中心に議論がなされてきた。 

〇改正学校教育法に基づく第三者評価の実施では、ガイドラインに示した要件

の水準を充足する第三者評価の実施に向けて、実施の段階における支援が課題

になっている。 

〇第三者評価は法令上努力義務だが、令和 8年度 4月 1日から 5年間において、

大学院入学資格を有する課程及び外国人留学生キャリア形成促進プログラム認

定課程を有する専門学校は、ガイドラインに基づく第三者評価の実施が要件と

して義務化されることになっている。 

〇このことから、令和 8 年度から実施する文部科学省委託事業で行う支援につ

いて予算案が公表されている。この事業は、第三者評価の実施について、評価者

育成、評価機関の育成を基礎に、実践する第三者評価そのものに対しても支援を

行うというものである。 

〇上記において、想定する第三者評価の実施者を通して、間接的に受審校への支

援も行うものである。特に開始から 3 年間を重要視して、専門学校の第三者評

価の定着を図るものであることから、本事業の推進を図ることが大きな課題と

なっている。そのために各専門学校への周知が一層重要であると考える。 
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出典：第三者評価フォーラム 2026 文部科学省提供資料 
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